
　8/29( 土 )、8/30( 日 ) に、田代小学校の保護者主催に
よる「親子で SDGs を学ぼう」と 2030SDGs カードゲー
ム体験を通した勉強会が開催されました。
　29 日 ( 土 ) は保護者の皆様や田代小学校の先生など 16
名にご参加いただき、30 日 ( 日 ) は田代小学校を中心と
した小学生 15 名に参加いただきました。今回の体験を通
して「世界はつながっている」、そして「私も起点」だと
いうことを感じていただけたと思います。
　子どもたちに希望溢れる未来を創りつなぐため、じぶん
ごととして、この町でできることからチャレンジしていき
ましょう。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。

　『コロナ危機をチャンスに !! 錦江町の未来につながるア
イデア』を募集した第５回「未来」想像・創造コンテスト
では、町民、町出身者等から 111 件ものアイデアをいた
だきました。
　ご応募いただいた皆様からのアイデアは、これから一つ
一つ丁寧に拝見させていただき審査を行います。子どもか
ら大人まで提案できる、「未来」想像・創造コンテスト！
今年は、どんなアイデアがあるか楽しみです。
　錦江町の未来づくりのためにご意見やお知恵をください
ました皆様、本当にありがとうございました。審査結果に
つきましては、広報誌や MIRAI 創生協議会 Facebook で
発表させていただきます。

　Sustainable Development Goals の略で、持続
可能な開発目標のこと。国連加盟 193 か国が 2016
年～ 2030 年の 15 年間で達成する行動計画で、17
の大きな目標と、それらを達成するための具体的な
169 のターゲットで構成されています。
　経済や環境、社会など世界の様々な問題は複雑に
絡み合っているため、自分も起点という考えのもと、
地球規模の大きな視野で考え、地域で行動していく
ことが求められています。

錦江町「MIRAI」づくりプロジェクト
問合せ▶錦江町まち・ひと・『MIRAI』創生協議会

☎ 0994-25-1001みんなで未来をつくろう

いまさら聞けない！ SDGs とは？
カードゲーム体験を通して親子で SDGs を学ぶ

第５回　錦江町「未来」想像・創造コンテストのお礼

▶応募方法　町ホームページで
ご確認ください（右記ＱＲコード）

▶応募締切　10月31日土 まで

▶受賞作品発表　11 月中旬予定

錦江町フォトコンテスト

８
月
の
お
題
「
夏
の
思
い
出
」

最優秀賞

子どもたちに残したい
町の良いところ

「小さい頃からうまれ育った錦
江町は山、海、川たくさんの

自然が多く残っていて、いつ帰っても癒される最高の田
舎です。自分が子育てをするようになり改めて生まれ育っ
たこの自然を残していきたいなぁ。と感じます！」

犬谷　岬 様

10 月のお題は「秋といえば？」です。秋も深まる時期。
秋に楽しみなこと、やってみたいことは何ですか？投
稿お待ちしています。11 月のお題は「私の楽しみ」。

８月 29 日（土）保護者向け開催の様子 ８月 30 日（日）児童向け開催の様子

安心の 365 日・24 時間受付
家族葬、自宅葬から一般葬まで

なんぐう
愛・まごころ Lumiere

総 合 葬 祭

錦江町馬場 2142番地 1（タイヨーさん隣）
℡（0994）28-3491・℡（0994）24-4444

「もしも…」の時。すぐ、お電話ください。
　　　　　　　　すぐ、お迎えに参ります。

初回無料相談実施中（土・日可）

結杉本司法書士事務所・杉本経営法務コンサル
杉本真由子（認定司法書士）・杉本潤（経営コンサルタント）
☎ 0994-27-4444（9:00 ～21:00 送迎も喜んで）

日本司法書士会連合会の過疎地支援制度の元、なんぐう地域初
の簡裁代理認定司法書士として開業。皆様よろしくお願いします。
（140万以下の裁判業務・金銭トラブル等お気軽に相談下さい）
事務所 〒 893-2501 南大隅町役場並びファミマ向かい

（錦江町内は医師会立病院向かい側杉本経営法務事務所内で面談可）                    
　 sugimoto.law.2020@gmail.com(24 時間対応可）

結様　ロゴデザイン 2020.3.14
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